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※１1 本誓約書において社会保険等とは健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、

厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）に基づく厚生年金保険及び雇用保険法（昭和49年法律

第１１６号）に基づく雇用保険の３保険をいいます。

※３2 「特別な事情」とは、特殊性を有する工種で、当該下請負契約が工事施工に不可欠であると発

注者が認めたものをいいます。

　なお、この場合においても、元請事業者は社会保険等未加入者へ社会保険等への加入を指導

することとなります。

※２3 「社会保険等加入適用除外業者」とは、社会保険等の加入が義務付けられていない者で、「常

時使用されている従業員が５人未満である個人事業所」等のことをいいます。
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受注者が社会保険等未加入者と下請負契約した理由について、発注者が特別な事情があると
認めない場合については、当該案件の受注者を入札参加資格停止措置の対象とします。

　下記契約予定案件について、加入義務があるにもかかわらず社会保険等※１（健康保険、厚
生年金保険及び雇用保険）に未加入の事業者（以下、「社会保険等未加入者」という。）を原
則、一次下請人として下請負契約を締結しないことを誓約します。
　また、特別な事情※2により社会保険等未加入者（社会保険等加入適用除外業者※3を除く）
を一次下請として下請負契約を締結する場合には、社会保険等への加入指導を行い、「下請負
に関する届出書」と合わせて「下請負に関する理由書」を提出します。
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